
（第18562号）東 京 都 公 報令和8年6月9日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

規

則

○
東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
財
務
局
経
理
部
総
務
課
）…
一

○
東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
一

○
東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約

の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
同
）…
一

○
東
京
都
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約

の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…（
同
）…
二

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
二

公

告

○
都
市
計
画
の
案
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
三

○
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項

の
案
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
開
発
企
画
課
）…
四

○
都
市
計
画
の
案
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
都
市
基
盤
部
街
路
計
画
課
）…
四

○
土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
六

規

則

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
一
号

東
京
都
契
約
事
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東
京
都
規
則
第
百
二
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」

に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
、
「
四
千
万

円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
契
約
事
務
規
則
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
東
京
都
指

名
業
者
選
定
委
員
会
に
付
議
手
続
を
し
て
い
る
工
事
の
請
負
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
二
号

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
東

京
都
規
則
第
百
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万

円
」
に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
条
た
だ
し
書
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」

に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
一
項
の
表
所
の
長
に
理
事
を
充
て
て
い
る
所
の
項
中

「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
、
「
二
億
五
千
万

円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
、
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」

に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
第
二
号
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五

千
万
円
」
に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
改
め

る
。別

表
都
市
整
備
局
の
項
か
ら
環
境
局
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
三
億

五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を

「
三
億
五
千
万
円
」
に
、
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、

同
表
産
業
労
働
局
の
項
中
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万

円
」
に
改
め
、
同
表
建
設
局
の
項
及
び
港
湾
局
の
項
中
「
三
億
五
千

万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
、
「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億

五
千
万
円
」
に
、
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
契
約
事
務
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
局
長
及

び
所
長
が
財
務
局
長
に
契
約
の
締
結
を
請
求
し
て
い
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。



令和8年6月9日（火曜日）東 京 都 公 報（第18562号） ２

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
三
号

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る

契
約
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
東
京
都
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
、

「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
教
育
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任
等

に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
教
育
長
が
財
務
局
長
に
契
約
の
締

結
を
請
求
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任

等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
百
十
四
号

東
京
都
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る

契
約
の
委
任
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

東
京
都
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任

等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
東
京
都
規
則
第
百
十
四
号
の

六
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
三
億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
、

「
二
億
五
千
万
円
」
を
「
三
億
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号

中
「
四
千
万
円
」
を
「
五
千
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
十
号
中
「
三

億
五
千
万
円
」
を
「
四
億
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
東

京
都
公
安
委
員
会
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
関
す
る
契
約
の
委
任
等

に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
よ
り
警
視
総
監
が
財
務
局
長
に
契
約
の

締
結
を
請
求
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
三
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
亀
戸
八

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び

ひ

そ
の
化
合
物
並
び
に
砒
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物
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公

告

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
用
途
地
域
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告

す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
用

途
地
域

第
一
種
低
層
住

居
専
用
地
域

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
石
神
井
台
七
丁
目
、
関
町
北
二

丁
目
、
関
町
北
四
丁
目
、
関
町
東
一
丁

目
及
び
関
町
東
二
丁
目
各
地
内

第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域

追
加
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
北
二
丁
目
地
内

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
石
神
井
台
七
丁
目
、
上
石
神
井

四
丁
目
、
関
町
北
二
丁
目
、
関
町
東
一

丁
目
及
び
関
町
東
二
丁
目
各
地
内

第
一
種
住
居
地

域

追
加
す
る
部
分

練
馬
区
石
神
井
台
七
丁
目
、
上
石
神
井

四
丁
目
、
関
町
北
二
丁
目
、
関
町
北
四

丁
目
、
関
町
東
一
丁
目
及
び
関
町
東
二

丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分
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練
馬
区
関
町
北
二
丁
目
、
関
町
北
四
丁

目
及
び
関
町
東
一
丁
目
各
地
内

削
除
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
北
一
丁
目
、
関
町
北
二
丁

目
、
関
町
北
四
丁
目
、
関
町
東
一
丁
目

及
び
関
町
東
二
丁
目
各
地
内

近
隣
商
業
地
域

追
加
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
北
一
丁
目
、
関
町
北
二
丁

目
、
関
町
北
四
丁
目
、
関
町
東
一
丁
目

及
び
関
町
東
二
丁
目
各
地
内

変
更
す
る
部
分

練
馬
区
関
町
北
四
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
練
馬
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
築
地
一
丁
目
地

区
）

追
加
す
る
部
分

中
央
区
築
地
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
中
央
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の

案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

当
該
事
項
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
都

市
再
生
特
別
地
区

（
神
南
一
丁
目
地

区
）

追
加
す
る
部
分

渋
谷
区
神
南
一
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
渋
谷
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
放
射

第
二
十
四
号
線

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
住
吉
町
、
愛
住
町
及
び
富
久
町

各
地
内
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二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
新
宿
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
三
十

九
号
線

削
除
す
る
部
分

大
田
区
本
羽
田
一
丁
目

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
大
田
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
七
十

四
号
線

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
上
落
合
一
丁
目
、
上
落
合
二
丁

目
、
中
野
区
東
中
野
四
丁
目
及
び
東
中

野
五
丁
目
各
地
内

幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
七

十
号
線

削
除
す
る
部
分

新
宿
区
上
落
合
一
丁
目
、
上
落
合
二
丁

目
、
中
野
区
東
中
野
四
丁
目
及
び
東
中

野
五
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
並
び
に
新
宿
区
役
所
及
び
中

野
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
百
四

十
一
号
線

削
除
す
る
部
分

江
戸
川
区
西
小
岩
二
丁
目
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
江
戸
川
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東

京
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
区
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

東
京
都
市
計
画
道

路
幹
線
街
路
補
助

削
除
す
る
部
分
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線
街
路
第
二
百

二
十
九
号
線

練
馬
区
豊
玉
北
六
丁
目
、
中
村
北
一
丁

目
及
び
中
村
北
二
丁
目
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
練
馬
区
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
八

王
子
都
市
計
画
道
路
に
係
る
都
市
計
画
の
案
を
次
の
よ
う
に
公
告
す

る
。な

お
、
関
係
市
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
中
東
京

都
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
六
月
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

都
市
計
画
の
種
類

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

八
王
子
都
市
計
画

道
路三

・
三
・
十
三

号
下
柚
木
片
倉

線

追
加
す
る
部
分

八
王
子
市
片
倉
町
及
び
八
王
子
市
小
比

企
町
各
地
内

変
更
す
る
部
分

八
王
子
市
下
柚
木
二
丁
目
、
下
柚
木
、

絹
ケ
丘
一
丁
目
、
絹
ケ
丘
二
丁
目
、
絹

ケ
丘
三
丁
目
、
長
沼
町
、
打
越
町
、
片

倉
町
及
び
小
比
企
町
各
地
内

二

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
八
王
子
市
役
所

三

縦
覧
期
間

公
告
の
日
か
ら
二
週
間

四

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課

土
地
収
用
法
施
行
令
に
基
づ
く
公
示
送
達

土
地
収
用
法
施
行
令
（
昭
和
２６年

政
令
第
３４２号

）
第
５
条
第
２

項
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
公
示
送
達
を
行
う
。

な
お
、
送
達
す
べ
き
書
類
は
、
当
委
員
会
事
務
局
審
理
課
に
保
管

し
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
に
い
つ
で
も
交
付
す
る
。
受
領
し
な
い

と
き
は
、
令
和
８
年
６
月
２９日

の
終
了
を
も
っ
て
そ
の
書
類
の
送
達

が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

令
和
８
年
６
月
９
日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

記

１
事
件
名

令
和
７
年
第
１９号

及
び
令
和
７
年
第
１９号

の
２

東
京
都
市
計
画
都
市
高
速
鉄
道
事
業
第
１０号

線
及
び
東
京
都
市

計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
都
市
高
速
鉄
道
第
１０号

線
付
属
街
路
第

１６号
線
の
た
め
の
土
地
収
用
事
件

２
送
達
す
べ
き
書
類

令
和
８
年
５
月
２１日

付
裁
決
書
の
正
本

３
送
達
を
受
け
る
べ
き
者

⑴
住
所

不
明

た
だ
し
、
商
業
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都
世
田

谷
区
池
尻
三
丁
目
３０番

４
号

氏
名
タ
カ
シ
不
動
産
株
式
会
社

清
算
人

不
明

⑵
住
所
不
明

た
だ
し
、
閉
鎖
商
業
登
記
簿
上
の
住
所
は
、
東
京
都

世
田
谷
区
玉
川
台
二
丁
目
１７番

２３号

氏
名

株
式
会
社
光
喜
地
所

代
表
取
締
役

不
明

４
公
示
送
達
に
係
る
土
地
の
所
在
及
び
地
番

東
京
都
世
田
谷
区
桜
上
水
五
丁
目
４５６番

７

５
公
示
送
達
に
係
る
掲
示
の
事
実

⑴
掲
示
さ
れ
て
い
る
場
所

東
京
都
庁
内
の
総
務
局
掲
示
板
（
第
一
本
庁
舎
１
階
南
側
）

⑵
掲
示
を
始
め
た
年
月
日

令
和
８
年
６
月
９
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


